
雇用保険受給手続きをされる方 求職者支援制度の対象者の方

これから雇用保険受給手続きをされる方は、 【初回訓練相談締切日】

　求職者支援制度の対象者（特定求職者）の方は、
　ハローワークでの訓練に関する求職・相談は、この期限内に手続きを完了しない場合、訓練受講者に対する

雇用保険給付の特別な措置を受けられない場合があります。 令和３年４月２２日（木）まで！（厳守）

選考試験会場訓練実施場所

令和３年５月２４日(月）までにお手続き下さい。

募集期間 令和３年４月１日（木）～ 令和３年４月２３日（金）

★どの職種におい
ても必要なワード・
エクセル・パワー
ポイント・弥生会計
もバッチリ習得

★事務職に必要な
日商簿記！初心者
でも大丈夫、基礎か
ら楽しく学べる！

★経験豊富な

講師陣が強力に

バックアップする

ので安心❤

★建設業界で

必須となる資格

「建設業経理士」

が学べる！！
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